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～ 高 速 道 路 に お け る あ お り 運 転 の 現 状 ～

   高速道路におけるあおり運転の取締り要望の状況 

あおり運転は犯罪です。 

あおり運転を受けた時の対処法 

▶ まずは、自分自身が交通事故を起こさないよう、冷静に対応しましょう。 
▶ 一般道路では駐車場、高速道路ではサービスエリアやパーキングエリアなどの安全な場所に
待避しましょう。 
▶ 迷わず 110 番通報しましょう。 
▶ 相手の挑発には乗らず、ドアロックをしたうえで車外に出ないようにしましょう。 
 

思いやり・ゆずり合いの気持ちで安全運転を！ 
 

～妨害運転罪施行(R2.6.30)から３年が経過～ 

本年 5月末の取締り要望件数は、昨年に比べ 1.5 倍に増加。取締り要望の種別では、車間距離不保持が

64％を占める。 時間帯別では 15 時～17 時が最も多く、路線別では常磐道が 64％を占める。 

妨害(あおり)運転の対象となる 10 類型の違反 


